
                     

 

 

                      

    
日 曜 行事等 

１日 水 委員会 避難訓練（シェイクアウト訓練） 

２日 木 町探検（２年） 代表委員会 

３日 金 文化の日 

７日 火 学校朝会 放課後学習  

１０日 金 明城漢字検定 放課後学習 定時退勤日 

１３日 月 トライやるウィーク（～17日） 

１４日 火 児童集会 放課後学習 

１６日 木 市音楽会（午後、４年） 

１７日 金 
明城なかよしラリー   

明城漢字検定 放課後学習 定時退勤日 

２０日 月 明城なかよりラリー予備日 

２１日 火 
図工展（鑑賞時間については、右欄参照）  

放課後学習 学校運営協議会 

２２日 水 図工展（鑑賞時間については、右欄参照） 

２３日 木 
勤労感謝の日 図工展（鑑賞時間については、右

欄参照）（給食なし、４時間目終了後下校） 

２４日 金 23日の代休日 

２８日 火 放課後学習 

２９日 水 クラブ活動 

 

＜１２月の主な予定＞ 

１日（金）研究授業により５校時終了後下校（３～６年） 

８日（金）あまっこステップアップ調査 

１４日（木）マラソン大会（15日予備日） 

１８日（月）～２０日（水）清掃終了後（13：30頃）下校 

２０日（水）給食最終日 

２５日（月）終業式（１２時下校） 

 

明城なかよしラリー 

 17 日（金）になかよしラリーがあり

ます。子どもたちが校区内をたてわりの

グループでまわります。お便りで子ども

たちの見守りのボランティアをお願い

しています。安全に活動ができるようご

協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  トライやるウィーク 

 13日（月）～17日（金） 

 成良中学校の１０人弱の生徒が、本校

で一週間の職業体験をします。 

 

図工展 

保護者鑑賞時間 

21日（火）、22日（水）13：30～16：30 

23日（木）8：50～12：20 

23日「勤労感謝の日」の保護者鑑賞は午前中と

なります。（児童鑑賞日は21日と22日） 

 

テーマ「あらわそう 自分の セカイ」とし

て各児童平面作品と立体作品それぞれ１点ずつ

作成しています。 

詳細につきましては、１１月上旬配付予定の

「令和５年度図工展のご案内」をご覧ください。

 

令和５年１０月３１日(火) 

  １１月号 

ＮＯ．７ 

   尼崎市南城内 10 番地の 1 TEL06-6481-2432 

       

 校長 宇川 光平 

行楽の秋 
先日の体育大会では、多数の保護者の方々にお越しいただき、誠にありがとうござ

いました。子ども達も多くの方々に見られることにより、いっそう力を発揮できたこ

とと思います。 

自然学校と修学旅行を皮切りに、ここ最近、校外学習を含めて学校行事が続いてい

ます。子ども達は、特に校外学習を楽しみにしているようです。自身が子どもの時は、

お菓子を持参してもよかったので、前日に友達何人かと自転車であちこちの駄菓子屋

を巡り、１個１０円や２０円のお菓子を先生に許可された金額（２００円位）内で買

っていたのを思い出します。それも、校外学習の楽しみの一つでした。 

学校行事は一年を通した学習の節目となり、その日に向けて学年全体、学校全体が

一つになって取り組みます。子ども達にとっても、いつも教室で学習するより、学校

行事が時々ある方が日々の学習活動にめりはりがついてよいのではないでしょうか。

楽しみながら学校行事を通してたくさん経験し、学んでほしいと思います。 

１１月は図工展があります。子ども達が一生懸命取り組んできた作品をぜひご覧く

ださい。 

 

～放課後の過ごし方～ 
大きなトラブル・事故にはなっていないものの、近隣の施設や住民の方々からの苦

情が最近増えており、学校外で好ましくない過ごし方をしている子ども達が増えてい

るようです。単に、涼しい季節になって外で遊ぶ子どもの数が増えたからかもしれま

せんが、気になるところでございます。 

建造物や公共物を汚したり壊したりしてはいけないことはもちろんのこと、遊び場

では危険行為（屋根・塀に上るなど）をしないように、学校での指導と合わせて、ご

家庭でもお子様にお話しいただければと思います。 

また、尼崎城址公園等、校区内の大きな公園では、明城小学校の子ども達だけでは

なく、中学生以上の生徒や見知らぬ大人の姿も見られます。他校区の児童がいるとの

情報もございます。本校児童が常に見守られているわけではありません。子ども達自

身も、自分で考えてトラブルや危険を未然に回避するためにできることをしなければ

なりません。（大人、子どもに限らず、不審な人には近づかない等） 

さらに、行き先を誰にも告げずに外出する、寄り道して帰る等して、長い時間、家

族と連絡が取れないと、周囲の大人に心配をかけることになります。状況によっては、

警察に捜索してもらうことになります。 

これら、自分で身を守る行動と家族に居場所が分かるようにすることに関しても、

引き続き、ご家庭でもお伝えいただければと思います。 

http://www.ama-net.ed.jp/school/e01 
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